
障害福祉サービス事業者実地指導 主な指摘事項 

〔就労移行支援・就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型・就労定着支援〕 

 

 

１．人員に関する基準 

項目 事業所の状況 指導内容 

従業員の配置 

【共通】 

①サービス管理責任者が

配置されていなかった。 

 

②管理者が配置されてい

なかった。 

①②基準上必要とされる職員は必ず配置

してください。 

やむを得ず従業者の員数が不足する場

合や、常勤の配置が必要な職種で常勤の

配置ができない場合は報酬請求におい

て、人員欠如減算（一部サービスを除

く。）を算定するとともに、速やかに不

足している状態を解消してください。 

 

 

２．運営に関する基準 

項目 事業所の状況 指導内容 

運営規程 

【共通】 

①運営規程に規定する項

目が不足していた。 

 

 

 

 

 

②運営規程に規定されて

いる従業員の員数が、実

態と異なっていた。 

 

 

 

①条例（指定基準）で、サービス種類別

に運営規程に盛り込む項目が規定されて

いますので、漏れのないように定めてく

ださい。 

また、基準省令の解釈通知の留意点も

参考にしてください。 

 

②従業者の員数について、実態と齟齬が

生じないように規定してください。 

※従業者の「員数」は日々変わりうるも

のであるため、基準を満たす範囲におい

て、「○人以上」と記載することも差し

支えありません。 

重要事項説明書 

【共通】 

①重要事項説明書に記載

する項目が不足してい

た。 

 

 

 

②利用者から徴収する費

用に漏れがあった。 

①基準省令の解釈通知で例示されている

項目については必ず記載してください。 

 特に「第三者評価の実施状況」につい

て未記載の事業所が散見されますので注

意してください。 

 

②利用者から徴収する費用を、個別かつ

具体的に漏れなく記載してください。 



訓練等給付費の額

に係る通知等 

【共通】 

利用者に対し、訓練等

給付費の額を通知してい

なかった。 

法定代理受領により訓練等給付費の支

給を受けた際は、利用者に通知してくだ

さい。 

個別支援計画 

【共通】 

①作成又は変更時にアセ

スメントを実施したこと

が確認できなかった。 

 

 

 

 

 

 

②計画作成に係る会議の

記録が確認できなかっ

た。 

 

③モニタリングを実施し

たことが確認できなかっ

た。 

 

 

④利用者の同意を得たこ

とが確認できなかった。 

①計画の作成に当たっては、利用者の状

況の把握・分析を通じ、解決すべき問題

状況を明らかにする必要があります。実

施した際には、実施日、内容等を記録し

てください。 

また、計画を更新又は変更する際もア

セスメントを実施し、記録を残してくだ

さい。 

 

②計画の原案について、計画作成に係る

会議を開催し、その内容を記録してくだ

さい。 

 

③モニタリングは利用者と面接し、目標

の達成度を評価してください。 

また、定期的にモニタリングを実施

し、記録してください。 

 

④計画を作成又は変更したときは、サー

ビス提供前に利用者又はそのご家族に対

して説明し、文書により利用者の同意を

得てください。 

実習の実施 

【就労移行・就労Ａ型・

就労Ｂ型】 

日報を作成していなか

った。 

就労支援員等の職員が随行しない期間

がある場合には、実習先における利用者

の状況について、利用者本人や実習先事

業者からの聞き取りを行うことにより、

日報を作成してください。 

施設外支援 

【就労移行・就労Ａ型・

就労Ｂ型】 

個別支援計画に施設外

支援の内容を位置付けて

いなかった。 

施設外支援を実施する前に、施設外支

援の内容を個別支援計画に位置付けてく

ださい。 

施設外就労 

【就労移行・就労Ａ型・

就労Ｂ型】 

①施設外就労について規

則を設けていなかった。 

 

②個別支援計画に就労に

関する目標及び内容を規

①②施設の運営規程に施設外就労につい

て明記し、当該就労について規則を設け

るとともに、対象者は事前に個別支援計

画に規定してください。 

 



定していなかった。 

 

③施設外就労に関する実

績を報告していなかっ

た。 

 

 

③施設外就労に関する実績は、毎月の報

酬請求に併せて報告してください。 

在宅利用者の支援 

【就労移行・就労Ａ型・

就労Ｂ型】 

①運営規程に在宅で実施

する訓練内容及び支援内

容を明記していなかっ

た。 

 

②利用者が行う作業活

動、訓練等のメニューを

確保していなかった。 

 

 

 

 

③訓練目標に対する達成

度の評価等を行っていな

かった。 

①運営規程に在宅で実施する訓練内容及

び支援内容を明記してください。 

 

 

 

②就労の機会を提供するとともに生産活

動その他の活動の機会の提供を通じて、

その知識及び能力の向上のために必要な

訓練その他の必要な支援が行われるとと

もに、常に在宅利用者が行う作業活動、

訓練等のメニューを確保してください。 

 

③原則として月の利用日数のうち 1日は

事業所職員による訪問又は在宅利用者に

よる通所により、在宅利用者の居宅又は

事業所において訓練目標に対する達成度

の評価等を行ってください。 

定員の遵守 

【就労移行・就労Ａ型・

就労Ｂ型】 

定員を超えて利用者を

受け入れた日が多数あっ

た。 

定員を遵守し、受け入れ数の適正化を

図ってください。 

利用定員を超えて受け入れる日が常態

化するようであれば、利用定員の見直し

を行ってください。 

 

※減算にならない範囲であれば受け入れ

て良いということではありません。 

 

勤務体制の確保 

【共通】 

ハラスメント防止のた

めの必要な措置が講じら

れていなかった。 

ハラスメント防止のための方針の明確

化及び相談体制の整備等必要な措置を講

じてください。 

非常災害対策 

【就労移行・就労Ａ型・

就労Ｂ型】 

①消火・避難訓練を既定

回数実施していないかっ

た。 

 

 

①消火・避難訓練を定期的に実施してく

ださい。（利用者と従業者を合算した人

数が３０人以上で、防火管理者の選任及

び消防署への届出を行っている事業所に

ついては年２回以上） 



 

 

 

 

②消防設備点検を 6か月

ごとに行っていることが

確認できなかった。 

なお、消火・避難訓練を実施した際

は、実施記録を作成し、職員へ周知して

ください。 

 

②消防設備について、機器点検を 6か月

に 1回、総合点検を年 1回行ってくだ

さい。 

また、所管する消防署に年 1回報告し

てください。 

身体拘束等の禁止 

【就労移行・就労Ａ型・

就労Ｂ型】 

①身体拘束等の適正化の

ための対策を検討する委

員会が開催されていなか

った。 

 

②身体的拘束等の適正化

のための研修を実施して

いなかった。 

 

③身体的拘束適正化のた

めの指針が整備されてい

なかった。 

①身体拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会は定期的（年１回以上）に

開催してください。 

 

 

②身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的（年１回以上）に実施してくださ

い。 

 

③指針を整備してください。 

【参考】身体拘束廃止未実施減算 

〇次のいずれかに該当する場合は、利用者全員に対し１日につき

５単位の減算となります。 

① 身体的拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の

入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し

ていない。 

② 身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を定

期的（年１回以上）に開催していない。 

③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない。 

④ 身体拘束等の適正化のための研修を定期的（年１回以上）

に実施していない。 

 



 

  

虐待の防止 

【共通】 

①虐待防止委員会が開催

されていなかった。 

 

②虐待の防止のための研

修を実施していなかっ

た。 

 

③虐待防止のための担当

者を配置していなかっ

た。 

①虐待防止委員会は定期的（年１回以

上）に開催してください。 

 

②虐待の防止のための研修を定期的（年

１回以上及び新規採用時）に実施してく

ださい。 

 

③虐待防止のための担当者を配置してく

ださい。 

なお、令和６年度より①～③の措置を講

じていない場合、虐待防止措置未実施減

算が適用されますので留意してくださ

い。 

秘密保持等 

 

利用者及びその家族に

係る個人情報の使用につ

いて、同意を得ていなか

った。 

利用者及びその家族に係る個人情報の

使用について、同意を得てください。 



３．報酬に関する事項 

  

項目 事業所の状況 指導内容 

食事提供体制加 

算 

【就労移行・就労Ａ型・

就労Ｂ型】 

個別支援計画等に食事

提供体制加算の位置付け

がなかった。 

食事提供体制加算について、個別支援

計画等に位置付けてください。 

欠席時対応加算 

【就労移行・就労Ａ型・

就労Ｂ型】 

相談援助を行った記録

が確認できなかった。 

利用者又はその家族等に対して実施し

た連絡調整その他の相談支援の内容を記

録してください。 

①福祉・介護職員

処遇改善加算 

②福祉・介護職員 

等特定処遇改善 

特定加算 

③福祉・介護職員 

等ベースアップ 

等支援加算 

※令和 6年 6月

1日より「福祉・

介護職員等処遇改

善加算」に一本化 

【就労移行・就労Ａ型・

就労Ｂ型】 

処遇改善計画等が職員

に周知されていなかっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

すべての福祉・介護職員に以下の内容

を周知してください。 

・処遇改善計画書 

・任用の際における職責又は職務内容等

の要件 

・資質の向上の支援に関する計画 

・職員の経験や資格等に応じて昇給する

仕組み又は定期昇給の仕組み 

・計画の期間中に実施する処遇改善の内

容（賃金改善に関するものを除く） 

【参考】「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和 6 年３月

26 日付け障障発 0326第 4号厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部障害福祉課長通知） 

 

 
※就労移行支援を「就労移行」、就労継続支援Ａ型を「就労Ａ型」、就労継続支援Ｂ型を「就

労Ｂ型」、就労定着支援を「就労定着」と略して表記しています。 


